
指名停止措置業者名及び住所 指名停止の期間
つくば市入札参加

指名停止等措置要綱
該当条項等

 事実概要

極東開発工業株式会社 令和８年（2026年）３月16日から

代表取締役　布原　達也 令和８年（2026年）６月15日まで

大阪府大阪市中央区淡路町二丁
目５番11号

（３か月間）

新明和工業株式会社 令和８年（2026年）３月16日から

代表取締役　五十川　龍之 令和８年（2026年）６月15日まで

兵庫県宝塚市新明和町１番１号 （３か月間）

極東開発工業（株）は、特定
特装車製品の製造販売にお
いて、独占禁止法第３条の規
定に違反する行為を行ってい
たとして、令和７年（2025年）９
月24日、公正取引委員会から
排除措置命令及び課徴金納
付命令を受けた。

「つくば市入札参加指
名停止等措置要綱」第
２条第１項別表第２第２
項「独占禁止法違反」
第３号
左記の者は、課徴金減
免制度の適用事業者と
して公正取引委員会か
ら公表されていることか
ら、同要綱第４条第３項
を適用して、指名停止
期間を２分の１とする。

つくば市入札参加指名停止等措置要綱の規定に基づき、下記業者に対し指名停止を行います。

指名停止措置の概要

「つくば市入札参加指
名停止等措置要綱」第
２条第１項別表第２第２
項「独占禁止法違反」
第３号
左記の者は、課徴金減
免制度の適用事業者と
して公正取引委員会か
ら公表されていることか
ら、同要綱第４条第３項
を適用して、指名停止
期間を２分の１とする。

新明和工業（株）は、特定特
装車製品の製造販売におい
て、独占禁止法第３条の規定
に違反する行為を行っていた
として、令和７年（2025年）９月
24日、公正取引委員会から公
表された。


